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　　(2)　民間委託等の推進

　　　　民間と行政の役割を明確にしていく中で、民営化や業務の民間委託を推進してい

　　　くことは、行政運営の効率化、住民サービスの向上という観点からも大変重要なこ

　　　とです。

　　　　そこで行政の守備範囲を見直した中で、住民が納得できるサービスと経費のバラ

　　　ンスを取りながら「民間にできることは民間に」という考え方を基本に、町が行っ

　　　ている事務・事業の民営化、民間委託を積極的に推進していきます。

　　　ア　公の施設

　　　　(ｱ)　管理委託制度から指定管理者制度注への移行

　　　　　　公の施設の適正かつ効率的な運営と町民サービスの質の向上を図る観点から、

　　　　　制度の積極的な活用を図っていきます。

施設の区分
16 年度末までに指定管理者
　制度導入済施設

17 年度に指定管理者制度
　導入済施設

知的障害者通所授産施設　ほほえみ 福祉会館
医療・社会福祉施設

精神障害者通所授産施設　みのり工房 在宅福祉総合センター

産業振興施設 ワークプラザ

　　　　　注）指定管理者制度
　　　　　　　地方公共団体の出資法人等に限られていた公の施設の管理について、民間事業者等を含む幅

　　　　　　広い団体の中から、公の施設の設置目的を達成するために最も効果的で効率的な管理運営を行

　　　　　　うことができる団体を指定して、当該施設の管理運営を行わせる仕組みで、平成 15年 9月の

　　　　　　改正地方自治法の施行により制度化されました。

　　　　(ｲ)　指定管理者制度導入に向け検討する施設

　　　　　　制度の創設を契機に、町が直営や一部委託方式で管理している施設について

　　　　　計画期間内に管理方法を検討していくもので、計画期間内に方向性を導き出す

　　　　　よう努めていきます。

施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方注１

内　　容

文化センター 一部委託

文 教 施 設     

公民館 一部委託

複合施設であり、文化振興の拠
点施設と位置づけられている
ことから、施設の維持管理だけ
でなく文化振興の在り方を含
めた中で制度導入の検討を行
う。
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施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方

内　　容

文 教 施 設     学校給食センター 一部委託

調理業務に従事している職員
について退職者不補充とし、順
次民間委託（臨時化）していく
ことから、正規職員の比率を考
慮した中で制度導入の検討を
行う。

町民体育館 一部委託
勤労者体育センター 一部委託

温水プール 一部委託

中土狩グラウンド 一部委託
桃沢グラウンド 一部委託
竹原グラウンド 一部委託
中土狩テニスコート 一部委託
御嶽堂公園テニスコート 一部委託
南部スポーツ広場 一部委託
北部スポーツ広場 一部委託
ミニ運動場 一部委託

レクリエーシ
ョン・スポー
ツ施設

桃沢キャンプ場 一部委託

個々の施設の規模が小さく、単
体での制度導入は非効率的な
ことから、全施設一体とした管
理の在り方から制度導入に向
けた検討を行う。

長泉小学校区簡易児童館 全部直営

南小学校区簡易児童館 全部直営医療・社会福
祉施設

北小学校区簡易児童館 全部直営

個々の施設の規模が小さく、単
体での制度導入は非効率的な
ことから、全施設一体とした管
理の在り方から制度導入に向
けた検討を行う。

尾尻住宅 全部直営

屋代住宅 全部直営基 盤 施 設     

宮脇住宅 全部直営

個々の施設の規模が小さく、単
体での制度導入は非効率的な
ため、全施設一体とした管理の
在り方から制度導入に向けた
検討を行う。

その他の施設 塵芥焼却場 一部委託

ごみ収集及び施設維持管理業
務に従事している技労職注２に
ついて退職者不補充とし、順次
民間委託していくことから、正
規職員の比率を考慮した中で
制度導入の検討を行う。

　　　　　注１）現在の管理の在り方

　　　　　　　直　　営：全ての施設の管理を町が行なうものを指します。

　　　　　　　一部委託：管理・運営の一部の業務でも業務委託しているものを指します。

　　　　　　　　　　　　代表的な委託業務は、次のとおりです。

　　　　　　　　　　　　夜間警備、設備機器保守：文化センター、公民館、給食センター他

　　　　　　　　　　　　施設のカギの管理、トイレ清掃業務：各体育館、グラウンド、テニスコート他

　　　　　　　　　　　　植木の剪定、清掃業務：各都市公園

　　　　　注２）技労職

　　　　　　　単純な労務に雇用される職員で、塵芥焼却場には技手、運転手・清掃員、用務員が配置され

　　　　　　ています。
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　　　　(ｳ)　制度導入に個別法の制約がない施設

　　　　　　制度導入のメリットが現時点で見出すことが困難なことから、現行の管理・

　　　　　運営方法としていきます。

　　　　　　しかし、全国的に見ると制度導入が急速に進められていることから、他市町

　　　　　村の動向を注視していきます。

施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方

内　　容

コミュニティセンター 一部委託

生涯学習事業の推進のための
拠点施設であり、事業推進に
は直営による管理が適当なた
め。

文 教 施 設     

町民図書館 一部委託

コミュニティセンターと一体
となった施設であることか
ら、単体での制度の導入は非
効率なため。

谷津簡易児童館 一部委託

利用者が地域住民と限定され
ていることから、事業収益を
見込むことができない施設で
あり、制度に馴染まないため。医療・社会福

祉施設

保健センター 一部委託
事業収益を見込むことができ
ない施設であり、制度に馴染
まないため。

基 盤 施 設     町営駐車場 全部直営

コミュニティセンターと一体
となった施設であることか
ら、単体での制度の導入は非
効率なため。

都市公園（15 施設）
　駅前公園、東村公園
　宮脇公園、御嶽堂公園
　尾尻公園、鮎壷の滝緑地
　森林公園、駿河平公園
　本宿公園、惣ケ原公園
　杉原公園、城山神社公園
　鮎壷公園、納米里公園
　いずみ公園

一部委託

個々の施設は小規模施設であ
り、いずれも事業収益を見込
むことは困難なことから、制
度に馴染まないため。

下土狩駅前自転車
駐車場

一部委託

長泉なめり駅西口
自転車駐車場

一部委託

長泉なめり駅東口
第１自転車駐車場

一部委託

基 盤 施 設     

長泉なめり駅東口
第２自転車駐車場

一部委託

事業収益を見込むことができ
ない施設であり、制度に馴染
まないため。
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施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方

内　　容

南部地区センター 一部委託

南部地区の防災拠点として
位置づけられている施設で
あり、直営による管理が適当
なため。

多目的研修集会施設 一部委託

利用者が地域住民と限定さ
れていることから、事業収益
を見込むことができない施
設であり、制度に馴染まない
ため。

その他の施設

火葬場 全部直営

現在の施設規模では、事業収
益を見込むことができない
ものであり、制度に馴染まな
いため。

　　　　(ｴ)　制度導入に個別法等の制約がある施設

　　　　　　個別法等の制約があるため、制度導入が困難な施設。

施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方

内　　容

竹原保育園 全部直営
医療・社会福
祉施設

中央保育園 全部直営

児童福祉法（昭和 22 年法律
第 164 号）の規定により入所
決定や保育料の徴収業務が
市町村の事務とされている
ことから、制度導入の効果が
見込めないため。

水道施設 一部委託

長泉町水道事業基本計画（平
成 17 年３月策定）に基づく
取組をしており、制度導入の
効果が薄く、直営による管理
が適当なため。

下水道施設 一部委託
広域で事業を推進しており、
整備途上であることから、直
営による管理が適当なため。

道路 一部委託

制度を導入しても事実行為
しか行えず（国土交通省通
知）、制度導入の効果が薄い
ことから、直営（一部委託）
による管理が適当なため。

基 盤 施 設     

河川 全部直営

制度を導入しても事実行為
しか行えず（国土交通省通
知）、制度導入の効果が薄い
ことから、直営による管理が
適当なため。
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　(ｵ)　指定管理者制度を導入できない施設

　　　　　　個別法等の制約があるため、制度導入ができない施設。

施設の区分 施　設　名
現在の管理
の在り方

内　　容

文 教 施 設     

幼稚園（５園）
　長泉幼稚園、北幼稚園
　桃沢幼稚園、南幼稚園
　東幼稚園

小学校（３校）
　長泉小学校、南小学校
　北小学校

中学校（２校）
　長泉中学校、北中学校

全部直営

学校教育法（昭和 22 年法律
第 26 号）第５条の規定によ
り設置者が管理することと
されているため。

　　　イ　事務・事業について

区　分 事　務　・　事　業

全部委託

庁舎総合案内（行政課）
本庁舎の清掃、夜間警備（企画財政課）
町有バスの運転（企画財政課）
簡易な道路維持・補修（工事管理課）
町立小・中学校学校事務（こども育成課）
水道検針業務（上下水道課）

一部委託

本庁舎の公用車管理（企画財政課）
公園管理（工事管理課）
一般ごみの収集（清掃事業所）
焼却場の管理・運営（清掃事業所）
町立幼稚園・小・中学校用務員業務（こども育成課）
埋蔵文化財調査事業（生涯学習課）
学校給食（学校給食センター）
各施設の維持管理（関係各課）

16
年
度
末
ま
で
の
状
況

全部直営

22
年
度
ま
で
の
取
組

全部委託

観光交流事業（産業環境課）
獣畜処理（産業環境課）
最終処分場の管理運営（PFI 注手法の活用）（清掃事業所）
大口径量水器交換業務（上下水道課）
水道料金賦課徴収事務（上下水道課）
体育施設受付貸出業務（スポーツ振興センター）
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区　分 事　務　・　事　業

一部委託

ＣＡＴＶながいずみ広報室放映業務（行政課）
歯のつどい（保健センター）
公園管理（委託拡大）（工事管理課）
工事の設計、積算事務（工事管理課）
火葬業務（産業環境課）
イベント（わくわく祭り、産業祭、さくらフェスタ等）業務（産業環境課）
一般ごみの収集（委託拡大）（清掃事業所）
焼却場の管理・運営（委託拡大）（清掃事業所）
児童館・放課後児童会運営（こども育成課）
埋蔵文化財調査（整理）事業（委託拡大）（生涯学習課）
学校給食（委託拡大）（学校給食センター）

22
年
度
ま
で
の
取
組

全部直営

　　　　　注）ＰＦＩ

　　　　　　　民間の資金やノウハウを活用して公共施設等の設計、建設、維持管理、運営等を民間事業者

　　　　　　に包括的に行わせることにより、効率的で良質な公共サービスを提供する仕組みで、Private
　　　　　　Finance　Initiativeの略になります。


